
男女共同参画社会とは？

ひとりひとりの豊かな人生
仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現

＜基本理念＞

男女共同参画社会を
実現するための５本の柱

男女共同参画づくりのために、

国際社会と共に歩むことも大

切です。他の国々や国際機関

と相互に協力して取り組む必

要があります。

国際的協調

男女が対等な家族の構成員

として、互いに協力し、社会の

支援も受け、家族としての役

割を果たしながら、仕事や学

習、地域活動等ができるよう

にする必要があります。

家庭生活に
おける活動と
他の活動の
両立

男女が社会の対等なパート

ナーとして、あらゆる分野に

おいて方針の決定に参画で

きる機会を確保する必要があ

ります。

政策等の立案
及び決定への
共同参画

固定的な役割分担意識にとら

われず、男女が様々な活動が

できるように社会の制度や慣

行の在り方を考える必要があ

ります。

社会における
制度又は

慣行についての
配慮

男女の個人としての尊厳を重

んじ、男女の差別をなくし、男

性も女性もひとりの人間とし

て能力を発揮できる機会を確

保する必要があります。

男女の人権
の尊重

地域力の向上

〇男女がともに主体的に地域活動やボラ

ンティア等に参画することによって、地域

コミュニティーが強化

〇地域の活性化、暮らし改善、子どもたち

が伸びやかに育つ環境が実現

家庭生活の充実

〇家族を構成する個人がお互いに尊重し

合い協力し合うことによって、家族の

パートナーシップの強化

〇仕事と家庭の両立支援環境が整い、男

性の家庭への参画も進むことによって、

男女がともに子育てや教育に参加

職場に活気

〇女性の政策・方針決定過程への参画が

進み、多様な人材が活躍することによっ

て、経済活動の創造性が増し、生産性が

向上

〇働き方の多様化が進み、男女がともに

働きやすい職場環境が確保されることに

よって、個人が能力を最大限に発揮

基本法では、男女共同参画社会を実現する

ための５本の柱（基本理念）を掲げています。

また、行政（国、地方公共団体）と国民それぞ

れが果たすべき役割（責務、基本的施策）を

定めています。

＜男女共同参画社会のイメージ＞

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。 （男女共同参画社会基本法第2条）


